
◆
自
・
公
・
維
新
な
ど
が
反
対
世
論
を
無
視
し
強
行
！

今
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
た
、
教
員
へ
の
「
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
」
導
入
を
可
能
と
す
る

給
特
法
改
悪
案
（
※
）

は
、

月

日
に
参
議
院
文
部
科
学
委
員
会
、

日
に
参
議
院
本
会
議
で
採
決
が
強
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行
さ
れ
、
国
民
の
反
対
世
論
を
受
け
た
立
憲
民
主
・
国
民
民
主
・
共
産
・
社
民
・
れ
い
わ
な
ど
野
党
の

強
い
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
自
民
・
公
明
・
維
新
の
会
な
ど
の
賛
成
多
数
で
可
決
、
成
立
し
ま
し
た
。

「
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
」
は
、
教
職
員
の
労
働
時
間
を
減
ら
す
こ
と
に
は
一
切
つ
な
が
ら

な
い
ば
か
り
か
、
課
業
期
間
中
の
勤
務
時
間
を
延
長
す
る
こ
と
で
長
時
間
労
働
を
さ
ら
に
増
大
さ
せ
、

教
職
員
の
過
労
死
を
深
刻
化
さ
せ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
学
校
現
場
に
導
入
し
て
は
な

ら
な
い
も
の
で
す
。
ま
た
、
労
働
条
件
の
重
大
な
不
利
益
変
更
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
労
働
基
準
法
が
労

使
協
定
を
義
務
づ
け
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
条
例
制
定
に
よ
っ
て
導
入
で
き
る
と
し
て
い
る
こ
と
は

断
じ
て
容
認
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
改
悪
を
、
学
校
現
場
を
は
じ
め
、
広
範
な
国
民
か
ら
出
さ
れ

て
い
る
強
い
反
対
意
見
を
無
視
し
、
衆
参
あ
わ
せ
て
わ
ず
か

時
間
に
も
満
た
な
い
審
議
で
強
行
し
た
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こ
と
は
、
不
当
き
わ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
背
景
に
は
、
給
特
法
の
抜
本
的
見
直
し
に
向
け
て
３
年

後
に
行
う
と
し
て
い
る
「
勤
務
実
態
調
査
」
を
前
に
、
時
間
外
勤
務
を
「
見
か
け
上
」
縮
減
さ
せ
よ
う

と
の
、
文
科
省
の
意
図
が
あ
る
の
は
明
ら
か
で
す
。

※
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

◆
た
た
か
い
の
舞
台
は
都
道
府
県
・
職
場
に
！

教
職
員
の
異
常
な
長
時
間
過
密
労
働
の
唯
一
の
解
決
策
は
、
教
職
員
定
数
を
抜
本
的
に
改
善
し
、
教

職
員
の
数
を
増
や
す
こ
と
で
す
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
中
最
低
の
教
育
予
算
を
抜
本

的
に
拡
充
す
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
制
定
か
ら

年
近
く
が
経
過
し
労
働
基
準
法
と
の
矛
盾
が
極
限
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に
達
し
て
い
る
給
特
法
は
た
だ
ち
に
抜
本
改
正
し
、
計
測
可
能
な
超
過
勤
務
に
対
し
て
は
教
員
に
も
超

勤
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
で
、
時
間
外
労
働
を
抑
制
す
べ
き
で
す
。
こ
う
し
た
施
策
に
背
を
向
け
、
「
一

年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
」
導
入
で
、
教
職
員
を
さ
ら
に
長
時
間
労
働
に
追
い
込
も
う
と
す
る
政
府

・
自
公
与
党
、
維
新
の
会
な
ど
の
勢
力
を
、
世
論
で
包
囲
す
る
た
た
か
い
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
間
、
府
高
教
は
、
給
特
法
改
悪
案
の
問
題
点
を
広
く
知
ら
せ
、
職
場
討
議
を
呼
び
か
け
る
と
と

も
に
、
全
教
に
結
集
し
、
請
願
署
名
の
集
約
、
国
会
へ
の
要
請
フ
ァ
ッ
ク
ス
送
付
、
国
会
前
座
り
込
み

・
傍
聴
行
動
へ
の
参
加
な
ど
、
改
悪
案
撤
回
の
と
り
く
み
に
全
力
を
あ
げ
て
き
ま
し
た
。
改
悪
案
が
強

行
さ
れ
た
も
と
、
い
よ
い
よ
た
た
か
い
の
舞
台
は
都
道
府
県
段
階
に
移
り
ま
す
。

府
高
教
は
、
「
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
」
導
入
に
断
固
と
し
て
反
対
し
、
大
阪
府
で
の
条
例
制

定
を
許
さ
な
い
た
た
か
い
、
学
校
現
場
に
持
ち
込
ま
せ
な
い
た
た
か
い
に
、
引
き
続
き
全
力
を
あ
げ
ま

す
。
ま
た
、
長
時
間
過
密
労
働
の
解
消
に
向
け
て
、
教
職
員
定
数
の
抜
本
改
善
、
給
特
法
の
抜
本
改
正

に
向
け
、
広
範
な
府
民
と
の
共
同
を
さ
ら
に
広
げ
、
と
り
く
み
に
全
力
を
あ
げ
ま
す
。

【
国
会
で
の
論
戦
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
】

＜附帯決議より＞
◆勤務時間の延長を理由とし

て授業時間や部活動等の新

たな業務を付加しないこと

により在校等時間の増加を

招くことがないよう留意

◆画一的に導入するのでなく

個々の事情に応じて適用

極めて不当！ １２月４日 給特法改悪案が可決・成立

変形労働制でなく教職員の増員こそ行え！
―条例の制定を許さないたたかいに全力あげよう―

４

４
2019年12月5日（木）

◆
制
度
導
入
で
長
時
間
労
働
は
一
切
減
ら
な
い

「
勤
務
時
間
の
短
縮
で
は
な
く
休
日
の
ま
と
め
取

り
を
行
う
こ
と
（
が
目
的
）
」
「
こ
の
制
度
を
導
入

す
る
こ
と
で
、
日
々
の
教
師
の
業
務
や
勤
務
時
間

を
短
縮
す
る
も
の
と
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
」（
丸

山
初
等
中
等
教
育
局
長
）

◆
業
務
縮
減
・
上
限
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
遵
守
が
導

入
の
大
前
提

「
導
入
に
あ
た
っ
て
は
業
務
の
縮
減
を
前
提
と
す

る
必
要
が
あ
る
」
「
在
校
等
時
間
の
超
過
勤
務
を

少
な
く
と
も
上
限
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
月

時
間
、

45

年
３
６
０
時
間
）
以
内
と
す
る
こ
と
が
導
入
の
大

前
提
」
「
今
よ
り
大
変
に
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
」
「
歯
止
め
を
作
っ
て
い
き
た
い
。
指

針
を
示
し
た
い
」
（
萩
生
田
大
臣
）

◆
導
入
は
学
校
の
意
向
を
踏
ま
え
る

「
ま
ず
各
学
校
で
検
討
い
た
だ
き
、
教
委
が
条
例

案
を
作
成
」
「
学
校
の
意
向
を
踏
ま
え
、
教
委
が

導
入
す
る
学
校
や
具
体
的
な
導
入
の
仕
方
を
決
定

す
る
」
（
丸
山
局
長
）
「
学
校
の
意
向
を
踏
ま
え
ず

都
道
府
県
が
条
例
で
一
律
強
制
し
て
も
何
の
意
味

も
な
い
」
（
萩
生
田
大
臣
）

◆
制
度
の
導
入
は
組
合
と
の
交
渉
を
踏
ま
え
て
自

治
体
が
判
断

「
各
自
治
体
の
判
断
で
（
制
度
を
）
採
用
し
な
い

と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。
選
択
肢
と
し
て
排
除

し
ま
せ
ん
」
「
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
各
地
方
公

共
団
体
に
お
い
て
職
員
団
体
と
の
交
渉
を
踏
ま
え

つ
つ
検
討
さ
れ
る
も
の
」
（
萩
生
田
大
臣
）

◆
３
年
後
に
実
態
調
査
を
実
施
し
給
特
法
の
あ
り

方
を
検
討
す
る

「
（
給
特
法
の
も
と
で
は
）
校
務
で
あ
っ
て
も
使

用
者
か
ら
の
指
示
に
基
づ
か
ず
所
定
の
勤
務
時
間

外
に
超
勤
４
項
目
以
外
で
行
っ
た
時
間
は
地
公
法

上
の
勤
務
時
間
に
該
当
し
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で

２
種
類
の
時
間
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
」
（
丸

山
局
長
）
「
３
年
後
に
教
師
の
勤
務
実
態
調
査
を

実
施
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
な
が
ら･

･
･

給
特

法
な
ど
の
法
的
枠
組
み
を
含
め
検
討
を
行
う
必
要

が
あ
る
」
（
萩
生
田
大
臣
）


